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6. 関係者の意見等 
6.1 関係地方公共団体からなる検討の場 

(1) 実施状況 

鳥海ダム検証を進めるにあたり、検討主体と関係地方公共団体において相互の立場を理解

しつつ、検討内容の認識を深めることを目的として、検討の場を設置し、平成 25 年 6 月 7
日までに検討の場を 4 回開催した。 
第 1 回検討の場において確認された検討の場の規約を P6-8～P6-9 に示す。 
また、これまでの検討の場の開催状況は P1-6 の表 1.2-2 検討の場の実施経緯を参照。 

 
(2) 検討主体が示した内容に対する構成員の見解 

1) 第１回 検討の場 

平成 22 年 11 月 17 日に開催した検討の場（第 1 回）において、検討主体が示した内容

に対する構成員の見解は以下のとおりである。 
 
【秋田県】佐竹知事（堀井副知事が代理出席） 

• 検討の場におきまして、特に地元を中心といたしました公共団体あるいは住民

の声をぜひひとつ丁寧にお聞き取り願いたい。 
• 丁寧なさまざまな手続を踏みながら慎重に、あるいは緻密な検討をなされると

いうわけでありますけれども、また一方で迅速な検討ということもぜひお願い

したい。 
• 水害から住民の生活とか暮らしを守るということは、私ども特に行政に携わる

者にとりましては最も基本となる役割でありまして、改めてこうした治水対策

の重要性を訴えたいと思っている。 
• 河川のダムの建設によらずして、河川改修という形をとった場合に、例えば河

川の幅員を広げるという場合に、果たして現実的にその河川の両岸に数多くの

住民が生活をしているということを考えますと、果たして現実的に可能なのか

ということになりますと、私どもは、なかなか現実的にはとり得ない方法では

ないかということで、治水対策に、この子吉川水系におきましてはダムの建設

ということが最も適切であるというふうに考えている。 
• 秋田県の第２次産業、製造業、中でも中核となりますのは当由利本荘地域にお

けます電子デバイス産業ということであります。これは秋田県におきましても

長い歴史を持っておりますし、これから環日本海ということで対岸諸国をにら

みながらの貿易も含めた産業振興を図るという点からしても当地域における立

地は、これからの秋田県の産業振興、雇用の場の確保ということからも最も中

心となる戦略と思っている。 
• 本荘工業団地にＴＤＫの工場が立地をしてくださったわけだが、工業用水がな

いということであります。これは、これからの当地域におきますものづくり産

業の立地ということからすると最も大切なインフラということになるわけであ

ります。この工業団地の用水の確保ということは、現実的にはダムによる方法



6. 関係者の意見等 ～関係地方公共団体からなる検討の場～ 

 6-2

しかなかなか見出すことはできないのではないかという思いが私どもいたして

おります。その点からも私どもはダムの建設が必要であると思っている。 
• この地域、特に渇水の被害、これがたび重なっているということであります。

それにより、上水道あるいは農業用水等がなかなか水量確保できないというこ

とが毎年のように発生しているわけであり、こうした安定した水の確保という

ためにはダムの建設が一番妥当な手法なのではないかと思っている。 
 
【由利本荘市】長谷部市長 

• 由利本荘市は、鳥海山、子吉川、日本海という恵まれた自然環境にありますが、

標高 2,236m の鳥海山の山頂から日本海までは直線距離でわずか 16km しかあ

りません。また、子吉川は河川延長が 61km と短いため、降った雨は山から一

気に海へ流れ込むことになります。このため、融雪や集中豪雨による災害が毎

年のように発生しておりますが、近年では平成 19 年の８月から９月にかけて

３度、平成 21 年には９月に集中豪雨に見舞われて田畑の浸水や冠水等により

大きな被害を受けております。また、夏場には渇水の影響により、塩水が日本

海より遡上し、水道水の安定供給や農業用水等の確保に市民は大きな不安を抱

えており、本市の基幹産業である農業にとっても水不足は深刻な影響を及ぼし

ております。このため、こうした被害を未然に防ぐためにもダム建設は必要不

可欠であると考えている。 
• 少子高齢化の進む本市にとって、人口減少への対策は市の将来の存続を左右す

る最重要課題となっております。そのためには、地域の若者の雇用の受け皿と

なる企業誘致が重要であります。市では、秋田県と連携して電子部品製造の大

手企業に本荘工業団地への進出を依頼いたしまして、平成 20 年６月には、同

社としては国内最大級の規模となる本荘工場が操業を開始しております。同工

場は積層セラミックコンデンサーの生産工場であることから、製品の製造過程

で大量の水を要するため、現在の水量では今後当工場の稼働率向上や拡張への

対応ができなくなります。また、同工場以外にも本市には電子部品製造等の企

業が集積をしており、これら必要水量の確保には、ダム以外の対応では困難で

あると考えている。 
• 現在国内では、円高の影響もあり、大手企業の海外シフトがさらに進んでおり

ますが、同工場の存在は、本市はもとより秋田県にとりましても産業の振興や

雇用確保など多くの面で地域に果たす役割は大きく、今後将来にわたり地元へ

存続していただくためにも鳥海ダムを早期に建設していただき、安定操業への

水量供給に努めたいと考えている。 
• 鳥海ダムは、平成 18 年３月に策定された子吉川水系河川整備計画にダム建設

が明記され、同年５月には河川愛護団体や流域の町内会組織など 27 団体によ

り「鳥海ダムを建設促進する市民の会」が設立されております。主な活動内容

としては、毎年行っている国及び関係機関への要望活動や早期ダム建設に向け

たＰＲのほか署名活動も行っております。ダム建設を望む署名は、現在 51,163
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名に達するなど市民一丸となった運動の輪が広がっていることから、こうした

由利本荘市民の意思もお酌み取りをいただいて鳥海ダムの建設の促進をお願い

いたす次第である。 
• 水没予定地域では、百宅水没生活対策会と鳥海ダム地権者会が組織され、全員

一致してダム建設には協力する意思を示していただいております。しかしなが

ら、平成５年４月に鳥海ダム調査事務所が発足してことしで 17 年目になるこ

とから、水没地域では地権者の高齢化や過疎化、建物の老朽化が進んでおり、

今後に向けた生活再建のめども立てられないことから、地域住民からはダム建

設をいたずらに延ばさず、スピード感を持って早期に建設推進をするよう強く

求められている。 
 

2) 第２回 検討の場 

平成 23 年 2 月 23 日に開催した検討の場（第 2 回）において、検討主体が示した内容

に対する構成員の見解は以下のとおりである。 
 
【由利本荘市】長谷部市長 

• 鳥海ダムの調査事務所が設置されてからもう既に１７年が経過をしているわけ

であります。今回の検討の場の内容には、これまで費やした時間や成果がどの

ように生かされて行くのか伺いたい。 
• 複数の治水対策案の立案についてですが、子吉川河川整備計画は今後 30 年の

計画であり、過去の水害や渇水を踏まえて、鳥海ダムが必要であると位置づけ

られております。今さらこれだけ多くの対策案を論ずること自体、時間と経費

の無駄ではないかと思っている。 
• 複数の対策案の中で、部分的に低い堤防の存在など本当に地域住民から理解が

得られるのか、得られる方策なのか、疑問を感じているところである。 
• 特に近年は異常気象による災害が地球規模で大きな議論の的にもなっておりま

す。子吉川のように、鳥海山から河口まで距離の短い河川ではダム以外の治水

対策案が現実的に本当に意味をなすのか疑問である。 
• 大規模な水害は、いつ来ないとも限りません。特に今年のように記録的な豪雪

の年は、春先の雪解けの水害も心配されるところであります。それだけ早期に

ダム建設が必要ではないかと思っている。 
• 由利本荘市の水がめである黒森川水源は集水面積が約６km2と狭く、この流域

に降る雨だけが頼りの非常に不安定な水源であり、降水量の少ない年には何度

となく見舞われております。また、県内一広大な面積の本市は、水道水源が河

川支流最上部に点在し、小規模で不安定な水源が多く、渇水に伴う上水道への

揚水不安や塩水遡上による稲作への影響が非常に心配されて、市民はおびえて

おる状況である。 
• 子吉川は、海岸線から直線距離でわずか 16km の地点に標高 2,236m の山頂を

いただく鳥海山に源を発し、幹線流路延長が 61km で、日本海に注ぐ河床勾配
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が急な河川。しかも、貯水施設を有しないことから、安定利水のための流況確

保にはダム建設が必要不可欠である。 
• 本市には、電子部品製造大手会社の国内最大級の本荘工場があります。そして、

関連企業も多く集積しておるわけでありますが、これが地域経済と雇用を大き

く支えております。今後の状況により、同社の稼働率向上が見込まれておりま

すが、安定した水道供給ができなければ、地域経済の発展はおろか、本市の将

来にも大きく影響をしてくるわけであります。本当にダム以外の方法で水道の

安定供給ができるのか、非常に疑問を感じるところである。 
 

3) 第３回 検討の場 

平成 23 年 9 月 20 日に開催した検討の場（第 3 回）において、検討主体が示した内容

に対する構成員の見解は以下のとおりである。 
 
【秋田県】佐竹知事 

• 全体として総貯水容量あるいは中身が若干変わっていますけれども、全体とし

てはダム湖がやや低くなっていますね。これは上流部に移って、そして貯水面

積が広くなったわけですので、その分全体としては若干堤体が低くなったとい

う解釈でよろしいか。 
• 流水の正常な機能の維持というところが非常に増えておるのですけれど、この

考え方を説明していただきたい。 
• 時間軸はどうなっているのか。 
• 一般的にダムのような形である箇所を中心にやるときは割と、しかもほとんど

人の住んでいないところ、ただ流域の河道の関係にさわるとなると、当然その

流域の地権者の問題、あるいは農地の問題、あるいはさまざまな他の道路の取

りつけ等、かなり時間が、費用が同じでも時間がかかるということは、逆に費

用が増すということになる。いずれ詳細にやろうとすると、そういうところも

含めて費用対効果というもの、全体的に常識的に見るとダムの１カ所でやった

ほうが費用対効果は上がると思う。 
• 最終的に評価する段階で、我々のほうの市も含めて、我々の意見というのはど

ういう形で反映されるのか。 
• 治水、利水の中でも今度は流水の正常な機能の維持と水道があるのですけれど

も、それぞれリンクするのですね。一つ一つやっても結局は最終的に全体をリ

ンクさせて、もう一回トータルとして評価するという形ですね。 
• 大変長い時間かかって地元の住民の皆さんもどうなるのかという、そういうこ

とではやや生活のこれまでの実態もあります。そういうことで、我々としては

できるだけ早く結論づけをしたいということで、我々もいろんな面で対応する。 
• 全国のダムの関係でたくさん現在同時進行だと思うのですけれども、最終的に

結論出たときに、あとは全体のこれかなりの数がある意味では、中では別の方

法のところもあるでしょうし、既定どおりというところは出てくるのでしょう
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けれども、この答えは出てこないと思うのですけれども、大体同じ時期に出る

わけですけれども、そういう場合、今度はどういう順番に採択になるのですか。

ここだけではないわけですね、全国たくさんあるわけですけれども。我々とし

ては、特に鳥海ダムはかなり古くから俎上に上っております。調査を進めてお

るわけですから。結論が出たら、これは全体の予算の状況はありますけれども、

結論が出たらできるだけまず早く、出るという前提で話しているのですけれど

も、結論がでたらできるだけ早くスタートしていただきたいということで、そ

ういう点もひとつ、これまでの経緯も加味しながら本省のほうにもいろいろこ

れからいろんな面でまた働きかけをしていただきたいということです。 
 

【由利本荘市】長谷部市長 
• 子吉川は河川延長が短いことと急流であることから、降った雨が一気に川に流

れ込むことになります。由利本荘市では、最近だけでも３回集中豪雨災害が発

生しております。平成 19 年８月から９月にかけて３度、平成 21 年９月、そし

て去る６月 24 日の集中豪雨災害であります。行政といたしましては、こうし

た水害から住民の安全を守ることが最も基本であります。そのために過去の水

害や渇水を踏まえ、ベストの対策として子吉川河川整備計画が策定されたもの

である。 
• 今回の概略評価では４ケースについて「○」判定となっていますが、はんらん

区域を想定しての対策や遊水地の想定などは関係住民との合意形成に疑問を感

じますし、大内ダムのかさ上げは芋川合流地点から下流にしかその効果が及ば

ないものであります。また、これらはすべて利水対策には結びつかないもので

あります。こうしたことから、私は鳥海ダムの建設が最も適切であり、必要不

可欠と考えるところである。 
• 由利本荘市の水道水の主要水源であります「黒森川水源」については、降雨だ

けが頼りの非常に不安定な水源であり、これまで何度となく渇水に見舞われて

いる。 
• 水道事業は市民の生活用水のみならず、あらゆる社会活動、産業活動の基盤で

あり、24 時間、365 日供給し続ける責務を負っている。 
• 子吉川は河川延長が短く急流であることから、降った雨はすぐ海に流れ込み、

日照りが続くと流水の正常な機能を維持できなくなり、日本海から塩水が遡上

する被害も出ている。 
• こうした状況や過去の渇水事例を踏まえ、ベストの対策として子吉川河川整備

計画が策定されたものでありますから、安定した水道供給のためには鳥海ダム

以外の方法はないと考えている。 
• 流水の正常な機能の維持では、大内ダムと小羽広ダムから子吉川上流まで導水

する内容のようですが、とても現実的なものとは思えない。 
• 水道水でありますが、利水容量 30 万 m3について検討されております。鳥海ダ

ムの場合は、貯水容量 4,700 万 m3という担保がある中での利水容量 30 万 m3
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でありますから、流水の正常な機能の維持分や治水容量からの補完が可能であ

り、余裕がある中での 30 万 m3であります。水道水は、あくまでも安全、安定

供給が確保できなければならないのでありますから、それが可能な鳥海ダム貯

水容量 4,700 万 m3の中での 30 万 m3と切り出した単体の 30 万 m3と比較する

のは無理があると考えている。 
• 代替案に示されました利水専用ダム、ため池かさ上げ、河口堰等は周辺の環境

からすると検討基礎容量の 30万m3を安定的には確保できないと思っておりま

す。また、これらはすべて治水対策には結びつかないものである。 
• 東日本大震災の状況や国のエネルギー政策を考えますと、この検討の場をスタ

ートさせたときとは状況が一変しております。つまり、ダムを活用した水力発

電の推進に取り組むべきであり、自然エネルギー政策への貢献という評価項目

があるべきだと考えております。鳥海ダムについてもぜひこの観点も入れ込ん

だ事業推進を期待するものである。 
• こうしたことから、私は利水対策案におきましても鳥海ダムの建設が必要不可

欠であり、これにかわる利水対策案はないものと考えている。 
 

4) 第４回 検討の場 

平成 25 年 6 月 7 日に開催した検討の場（第 4 回）において、検討主体が示した内容に

対する構成員の見解は以下のとおりである。 
 
【秋田県】佐竹知事（石黒建設部次長が代理出席） 

• これまで長年要望してきた鳥海ダム案が、最も有利であるとの方向性が示され

たということで、非常に安堵している。 
• これまで説明いただいた資料の中でも利水参画予定者あるいはその関係団体の

意見にもあるように、いずれもダムを切望しているということがはっきりわか

った。２年前の洪水、さらには異常な渇水、異常な天然現象が続いている中で、

住民の安全・安心のためにもできるだけ早く方向性を決定してもらいたいとい

うのが希望である。 
• 河川の安定とダムの水資源、これは県勢の発展の一つの大きな戦略になり得る

と、知事も明言している。方向性が決まり、できるだけ早期の完成を望むとい

うことが大きな願いであり、ご理解していただくようお願いする。 
 

【由利本荘市】長谷部市長 
• これまで検討の場において、治水対策・利水対策・流水の正常な機能の維持の

各対策案について複数検討されてきた。過去の豪雨災害から住民の安全を守り、

子吉川の流れを健全に保つためには、鳥海ダム建設に優るものはないとの意見

を述べさせていただいた。また、市民生活と産業活動を支える水道の水源はこ

の周辺に降った雨だけが頼りの非常に不安定な水源であり、二、三年ごとに渇

水の際には貯水量が枯渇するほど激減し、市民生活や産業活動が脅かされる事
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態となっている。 
• 本日この検討の場で、総合的な評価として鳥海ダム案が最有力であるとの結論

が示されたことは大変喜ばしいこと。悲願である鳥海ダム建設に早期に事業着

手されることを祈念する。 
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鳥海ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場 規約  

 

（名称） 

第１条  本会は、｢鳥海ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場｣（以下、｢検討の場｣とい

う。）と称する｡ 

 

（目的） 

第２条  検討の場は、検討主体(国土交通省東北地方整備局)による鳥海ダム建設事業の検証に係る検

討を進めるに当たり、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に基づき、検討

主体と関係地方公共団体において相互の立場を理解しつつ、検討内容の認識を深め検討を進めるこ

とを目的とする。 

 

（検討の場） 

第３条  検討の場は、別紙－１で構成される。 

２  必要に応じ、検討の場の構成は変更することができる。 

３  検討主体は、検討の場を招集し議題の提案をするとともに、検討主体の行う検討内容の説明を行

う。 

４  検討の場の構成員は、検討の場において検討主体が示した内容に対する見解を述べる。 

５  検討の場の構成員は、検討の場の開催を検討主体に要請することができる。 

 

（情報公開） 

第４条  検討の場は、原則として公開する。 

２  検討の場に提出した資料等については、会議終了後に公開するものとする。ただし、稀少野生動

植物種の生息場所等を示す資料など、公開することが適切でない資料等については、検討の場の構

成員の過半数以上の了解を得て非公開とすることができる。 

３  その他、公開の方法は別途定める。 

 

（事務局） 

第５条  検討の場の事務局は、国土交通省東北地方整備局に置く。 

２  事務局は、検討の場の運営に関して必要な事務を処理する。 

 

（規約の改正） 

第６条  この規約を改正する必要があると認められるときは、検討の場で協議する。 

 

（その他） 

第７条  この規約に定めるもののほか、検討の場の運営に関し必要な事項は、検討の場で協議する。

 

（附則） 

この規約は、平成２２年１１月１７日から施行する。 
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【別紙―１】 

 

「鳥海ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の構成  

 

【構成員】 

秋田県知事 

由利本荘市長 

 

【検討主体】 

東北地方整備局長 

 

（注） 構成員および検討主体については、代理出席を認めるものとする。 
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6.2 パブリックコメント 
鳥海ダム建設事業の検証においては、関係地方公共団体からなる検討の場における検討を踏ま

え、検証要領細目に従い主要な段階として、複数の治水対策案、利水対策案、流水の正常な機能

の維持対策案の立案を行った段階でパブリックコメントを行い、広く意見の募集を行った。意見

募集の概要及び意見募集結果は以下のとおりである。 
 

1) 意見募集対象 ：「第 3回検討の場で立案した複数の対策案以外の具体的対策案のご

提案」及び「第 3 回検討の場で示した複数の対策案に係る概略検

討及び抽出に対するご意見」 

2) 募集期間   ：平成 23 年 9 月 22 日（木）～平成 23 年 10 月 21 日（金） 

3) 意見の提出方法：郵送、ＦＡＸ、電子メール、閲覧場所の回収箱への投函 

4) 資料の閲覧方法：東北地方整備局鳥海ダム調査事務所「鳥海ダム建設事業の検証に

係る検討について」のホームページ 

 閲覧場所   ：国土交通省 東北地方整備局 

          ・秋田河川国道事務所、子吉川出張所 

          ・鳥海ダム調査事務所 

         由利本荘市役所 

          ・企画調整部総合政策課、矢島総合支所振興課、岩城総合支所振

興課、由利総合支所振興課、大内総合支所振興課、東由利総合

支所振興課、西目総合支所振興課、鳥海総合支所振興課 

5) 意見提出者  ：全体 12 件（個人 11、企業・団体 1） 

6) パブリックコメントに寄せられたご意見： 

パブリックコメントに寄せられたご意見については、これらのご意見に対する検討主

体の考え方を整理し、鳥海ダム建設事業の検証の参考とした。 
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表 6.2-1 パブリックコメントのご意見と検討主体の考え方(1) 

ご意見を 

踏まえた論点 
論点に対するご意見の例 検討主体の考え方 

Ⅰ．検証について 

 ・鳥海ダムの新設、利水専用ダムの新設のほかは現実性が
なく検討するだけ無駄ではないか。 

・今回の鳥海ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策の
あり方に関する有識者会議」がとりまとめた「中間とり
まとめ」を踏まえて、国土交通大臣から東北地方整備局
に対して、ダム事業の検証に係る検討を行うよう、指示
されるとともに、検討の手順や手法を定めた「ダム事業
の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」が通知
され、これらに基づき検討を行っております。 

 
 ・平成 5 年調査開始からの長かった 18 年百宅住民の夢と

希望を失い、みんな年老いてしまった。百宅住民の願い
を叶えて早くダムにしてほしい。 

・子吉川周辺住民が安全で安心して生活出来るために協力
して来ました。しかし、未だにどうなるのか決定してお
らず将来の生活計画も出来ないでおります。1 日も早く
建設されますようお願いする。 

・できるだけ速やかに対応方針（案）をとりまとめたいと
考えております。 

Ⅱ．ダムに対する賛否について 

 ・子吉川は、急流のため鳥海ダム建設が最も適切である。
・鳥海ダム新設でよい。 
・河川整備計画の鳥海ダム＋河道掘削、築堤でよい。 
・「ダムを主体とした案」に比べ、他の比較案は事業執行

上関わる関係者が多数有るように思われます。「河川整
備計画（ダム主体）」での計画がコスト面でも有利で有
ることから、当初の計画が望ましい。 

・鳥海ダム以外はコストが高い。 
・鳥海ダム建設が、周辺地域・生態系・コスト・工期から

見ると治水、利水を両方兼ね備えることができ有効な方
法と考える。 

・洪水、渇水被害の軽減のため洪水調節を目的とした「鳥
海ダム建設」と河道断面積を拡大する「河道掘削及び築
堤」を組合せたケース１（鳥海ダム＋河道掘削及び築堤）
に賛同する。 

・限界を超えた国や自治体の赤字情勢の中では、ダムを造
りこれ以上の税金の無駄遣いをするようなことは思い
とどまり、そのお金を市民生活の福祉・医療・教育等の
向上に役立てて欲しいと願っている。 

・ダムがダメになった場合には現在の調査費の数億円が本
当に無駄遣いのお金だと思うほかない。 

・今回の鳥海ダム建設事業の検証は、「今後の治水対策の
あり方に関する有識者会議」がとりまとめた「中間とり
まとめ」を踏まえて、国土交通大臣から東北地方整備局
に対して、ダム事業の検証に係る検討を行うよう、指示
されるとともに、検討の手順や手法を定めた「ダム事業
の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」が通知
され、これらに基づき検討を行っております。 

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細
目」に基づき、河川整備計画において想定している目標
と同程度の目標を達成することを基本とし、検証対象ダ
ムを含む案と検証対象ダムを含まない複数の治水対策
案を立案し、概略評価により抽出された治水対策案につ
いて、評価軸毎の評価による評価を行い、対応方針（案）
を決定するこことしております。 

・また、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施
要領細目」において、「立案した治水対策案を河川や流
域の特性に応じ、以下の１）～７）で示すような評価軸
で評価する。（略）１）安全度（略）２）コスト（略）
３）実現性（略）６）地域社会への影響（略）７）環境
への影響（略）」と規定されております。これに基づき
抽出された対策案について評価を行うこととしており
ます。 

・事業執行上関わる関係者が多数有ることについては、
「３)実現性 ｲ)土地所有者等の協力の見通しはどうか、
ﾛ)その他の関係者との調整の見通しはどうか」で評価を
行うこととしております。 

 
 ・子吉川流域の自然をこよなく愛し、その自然の生態系を

より望ましい形で保全していくことに関心を寄せてい
る。従って、その自然に大きな負荷をもたらす鳥海ダム
建設事業の実施は是非控えて欲しいと考えている。 

 

・環境への影響については、環境アセスメントにより、事
業の実施が環境に及ぼす影響について環境の構成要素
に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うこととして
おります。 

 ・活火山である鳥海山の山腹にダムを建設することは危険
極まりなく、噴火した場合にダム本体が破壊され、その
水が一気に下流域に流れ込めば甚大な被害は誰でも想
像できる。そのため、活火山の山腹に造るダムは危険な
建設物となり、治水対策に反する。 

・利水目的で鳥海ダムを建設する予定となっているが、や
はり、活火山の山腹にダムを建設することは将来にリス
クを残すことになる。それは、子どもや孫を危険な目に
遭わせることになり、今に生きる我々が無責任なことは
できない。 

 

・鳥海山の火山噴火に伴い発生する土砂災害に対して被害
をできる限り軽減することを目的とした「鳥海山火山噴
火緊急減災対策砂防計画」における検討等を踏まえ、今
後、鳥海山の火山活動による降灰後土石流、融雪型火山
泥流等に対するダム堤体の挙動等、大規模災害に対する
対応を検討することとしております。 

 ・鳥海ダム建設に伴う河川水量の取得で本来河川に流れ出
る水量が失われることは、他のダム下流域の河川の状態
を見れば明らかなように、どのダムの下流域とも年間を
通じて水量が激減し河川内に草が生えてしまうのが実
態である。 

・河川においては洪水から渇水までの流量の変動の下に動
植物の多様な生息・生育環境が形成されており、流量の
変動も動植物の生息地又は生育地の状況の保全・復元の
ためには重要な要素となります。動植物の生息・生育環
境が流量の減少によって大きく変わると考えられる瀬
においては、渇水時においても生息・生育条件を保つこ
とのできる一定量以上の流量を確保する必要があると
考えております。 

・なお、現状の子吉川については、少雨などにより河川水
量が少ない状況下において、河川水位・流量が小さい状
態が発生しており、各流水の正常な機能の維持対策案に
より、宮内地点における「流水の正常な機能を維持する
ために必要な流量」である概ね 11m3/s を確保できるよう
になります。 
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表 6.2-2 パブリックコメントのご意見と検討主体の考え方(2) 

ご意見を 

踏まえた論点 
論点に対するご意見の例 検討主体の考え方 

Ⅲ．対策案の目標・立案等について 

Ⅲー１ 

治水対策案に関する

ご意見 

・判断は妥当と思いますが、土地の保全や利用規制の確実

性はどうか。 

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細

目」に基づき、河川整備計画において想定している目標

と同程度の目標を達成することを基本とし、検証対象ダ

ムを含む案と検証対象ダムを含まない複数の治水対策

案を立案し、概略評価により抽出された治水対策案につ

いて、評価軸毎の評価による評価を行い、対応方針（案）

を決定することとしております。 

・また、「立案した治水対策案を河川や流域の特性に応じ、

以下の１）～７）で示すような評価軸で評価する。（略）

１）安全度（略）２）コスト（略）３）実現性（略）６）

地域社会への影響（略）」と規定されております。これ

に基づき抽出された治水対策案について評価を行うこ

ととしております。 

 

 ・主な支川中流部の河道外に遊水地を設置する（芋川と赤

田川合流点付近等）。 

・ご意見があった河道外に遊水地を設置する案について

は、第３回検討の場の概略評価において、「Ⅲ．新たな

施設による治水対策」として、子吉川に対して遊水地を

新たに建設することにより流量の低減を図り、河道改修

と組み合わせて目標を達成する案を選定しております。

「遊水地」の選定にあたっては、できるだけ河川の長い

区間に効果が期待できる箇所で、河川沿いにできるだけ

家屋等が少なく、洪水を貯留する容量が効率的に確保で

きる地形を考慮し、複数の候補地を選定し、さらに効果

を大きくするための地内掘削案も含めた７ケースを治

水対策案の概略評価として検討しております。 

 

 ・本荘第一病院裏の河川公園における『水辺とのふれあい

ゾーン』は、せり出しが大きく川幅が狭くなっているた

め流れを悪くしている。河川の流れを本来の状態に戻す

ため、『水辺とのふれあいゾーン』を撤去し川幅を確保

し、洪水時の河川の流れを良くし治水対策とする。 

・河道を掘削することで洪水時に河川を流れる水の量を増

やすことについては、治水対策案ケース 3（河道掘削＋

築堤）で検討しております。どの場所を掘削するかにつ

いては、流れやすさや、河川利用の実態等を考慮の上、

検討を行っております。 

・なお、ご意見にある「水辺とのふれあいゾーン」につい

ては、「第３回「鳥海ダム建設事業の関係地方公共団体

からなる検討の場」資料－３ 複数の治水対策案の概略

評価について Ｐ－６ 治水対策案の基本的な考え方

＜下流市街地の河道掘削について＞」において説明して

いるとおり、「当該区間は最下流の河口付近に位置し、

河川沿いは密集した市街地。当該区間は古くからシロウ

オ（準絶滅危惧種：環境省、秋田県)の貴重な漁場とな

っており、河床には産卵床が存在。水面は公式漕艇場と

なっており、隣接する友水公園やせせらぎパーク（癒し

の川づくり）も含め、ボートのまち由利本荘市を象徴す

る重要拠点であり、市民の憩いの場や医療、まちづくり

にも貢献する重要な区間。河口部の河道は経年的な変化

が少なく安定した河床形状。」であり、治水対策案の立

案にあたってはこれら自然環境や貴重な空間を保全し

つつ目標を達成する対策として、下流市街地区間の「河

道掘削」は、3,000m3/s を上限とし、3,100m3/s の流量が

見込まれるケースを検討する場合は、部分的に堤防かさ

上げを追加した案としています。 
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表 6.2-3 パブリックコメントのご意見と検討主体の考え方(3) 

ご意見を 

踏まえた論点 
論点に対するご意見の例 検討主体の考え方 

Ⅲー２ 

利水対策案に関する

ご意見 

・鳥海ダム以外は、目的を達成出来ない。 ・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細

目」において、「検討主体は、利水参画者に対し、ダム

事業参画継続の意志があるか、開発量として何ｍ3/s が

必要か、また、必要に応じ、利水参画者において水需要

計画の点検・確認を行うよう要請する。その上で、検討

主体において、（略）必要量の算出が妥当に行われてい

るかを確認する。」と規定されており、これに基づき、

複数の利水対策案は、利水参画予定者に対して確認した

必要な開発量を確認の上、その量を確保することを基本

として立案しております。 

 

 ・主な支川中流部の河道外に遊水地を設置する（芋川と赤

田川合流点付近等）。 

また、遊水地の一部を一定程度掘削し、遊水池にすれば、

貯留した水は多目的に利用もできる。 

・ご意見があった遊水地の一部を一定程度掘削し貯留した

水を新規利水や流水の正常な機能の維持に利用する案

については、第３回検討の場の概略評価において、治水

対策案で検討されている遊水地を対象に、自然流下が可

能な高さまで掘削した多目的遊水地を河道外貯留施設

として検討しております。 

 

 ・河川法５３条の「渇水時における水利用の調整」を活か

し、渇水時の取水権利の調整のルールを作る。「いざと

いう時の水の分かち合いのルール」の確立が、自然の生

態系に多大なダメージを与えるダムよりも渇水対策と

して優先されるべきである。 

・「渇水調整の強化」については、効果量をあらかじめ見

込むことが出来ませんが、従来より渇水時に行われてき

た手法であり、効果量にかかわらず行うべき対策で、全

ての利水対策に共通して実施すべき方策としています

（第２回「検討の場」資料－１ 参照）。 

 

 ・旧由利町の水道本管を旧本荘市の水道本管につなげる。 ・由利本荘市より「旧由利町上水道である大台浄水場系列

と旧本荘市系列は接続する方針であり、また旧由利町鮎

川地区へは旧本荘市系列より給水されている」と伺って

おります。 

 

 ・石沢川と子吉川の合流地点付近に利水目的の井戸を掘

り、水道水として、工業団地（ＴＤＫ）や市内に供給す

る。 

・地下水取水については、不確定要素が多いと考えており

ますが、利水対策案ケース７で安定的な取水可能量は不

明であるものの、必要量を地下水取水可能と想定し検討

を行っております。なお、目的別の総合評価を実施する

対策案として抽出し、取水地点については、送水のコス

トも考慮し既設の子吉浄水場に近い船岡・葛法地区で検

討しております。 

 

 ・費用の少ない河口堰（中流部）新設、河道外貯留施設（貯

水池）新設などに絞ってもよいのではないか。 

・地下水取水施設等、鳥海ダムに比較すると 3倍以上のコ

ストがかかる。 

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細

目」において、「概略検討により、利水対策案（代替案

又は代替案の組合せにより立案する。）を抽出し（略）」、

「立案した利水対策案を、河川や流域の特性に応じ、以

下の（１）～（６）で示すような評価軸で評価する。（略）

１）目標（略）２）コスト（略）３）実現性（略）」と

規定されております。これに基づき抽出された対策案に

ついて評価を行うこととしております。 

 

 ・本荘工業団地への用水は計画されているのか。 ・本荘工業団地への用水の計画については、第 3回検討の

場の資料（資料-2、P19）の表中②原単位-工場用使用水

量にあるとおり、由利本荘市の水道計画において本荘工

業団地の誘致企業等への新たな給水が見込まれていま

す。 

 

 ・東日本大震災を受けて、国の政策としても「水力発電」

も計画に盛り込むべきと思われる。 

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細

目」において、「洪水調節、新規利水、流水の正常な機

能の維持以外の目的（発電（他の水利使用に従属するも

のを除く。）等については、（略）目的に応じた検討を行

う。」と規定されています。今回の個別ダムの検証は、「ダ

ム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」

に基づき検討を進めているものであり、ダム計画に発電

事業の参画を盛り込むことを検討するものとはなって

おりません。なお、現時点において鳥海ダム建設事業に

は発電を目的とした事業の参画予定はありません。 
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表 6.2-4 パブリックコメントのご意見と検討主体の考え方(4) 

ご意見を 

踏まえた論点 
論点に対するご意見の例 検討主体の考え方 

Ⅲー３ 

流水の正常な機能の

維持対策案に関する

ご意見 

・ケース１１（大内ダムかさ上げ＋小羽広ダム治水容量買

い上げ＋河道外貯留施設（貯水池）新設＋河道外貯留施

設（調整池）新設）,ケース１２（大内ダムかさ上げ＋

小羽広ダム治水容量買い上げ＋河道外貯留施設（調整

池）新設）は、利水だけで見れば有効かもしれないが、

治水・コストの観点から現実的でない。また、ケース２

（利水専用ダムを新設）は、再度周辺地域への説明必要

及び改めて周辺調査・設計見直し必要となるため現実的

ではない。 

・利水専用ダムの新設、遊水地等、新たな建設は地主等の

賛成を得ることは出来ない。 

・大内ダムのかさ上げ等の案は、河口のため効果はない。

・「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細

目」において、「流水の正常な機能の維持の観点から（略）

検討にあたっては、必要に応じ、ⅰ）の利水代替案やⅱ）

の利水に関する評価軸の関係部分を参考とする。」「立案

した利水対策案を河川や流域の特性に応じ、以下の１）

～６）で示すような評価軸で評価する。（略）１）目標

（略）２）コスト（略）３）実現性（略）５）地域社会

への影響（略）６）環境への影響（略）」と規定されて

おります。これに基づき抽出された利水対策案について

評価を行うこととしております。また、検証に係る検討

手順としては、各ダム事業について目的（洪水調節、新

規利水（本細目においては流水を上水道、工業用水道又

はかんがいに供することをいう。）、流水の正常な機能の

維持等）別に検討を行う。と規定されており、これに基

づき検討を行っております。 

・なお、土地所有者等の賛同については、「３)実現性 ｲ)

土地所有者等の協力の見通しはどうか、ﾛ)その他の関係

者との調整の見通しはどうか」で評価を行うこととして

おります。 

・大内ダムのかさ上げ等については、導水路の新設により

上流部へ導水するなど、河川整備計画における目標を確

保することを基本として立案しております。 

 

 ・河川流域における広葉樹林比率の拡大をすることによ

り、安定した流水量を確保する。 

・「水源林の保全」については、効果をあらかじめ定量的

に見込むことは出来ませんが、雨水を地中に浸透させ、

ゆっくりと流出させるという水源林の持つ機能を保全

するという観点から、効果量にかかわらず行うべき対策

で、全ての対策に共通して実施すべき方策としています

（第２回「検討の場」資料－１ 参照）。 

 

 ・魚たちには大水や川凅れのある環境こそが望ましい環境

である。例えば大水は川底の石を転がし古い苔を剥が

し、魚の餌となる新しい新鮮な藻を生じさせてくれる。

又、子吉川にいる外来種のオオクチバスなどは大水・川

凅れの不安定な環境を嫌うので外来種対策にもなる。従

って、河川の一定水量を常に維持する必要はない。 

・河川においては洪水から渇水までの流量の変動の下に動

植物の多様な生息・生育環境が形成されており、流量の

変動も動植物の生息地又は生育地の状況の保全・復元の

ためには重要な要素となります。動植物の生息・生育環

境が流量の減少によって大きく変わると考えられる瀬

においては、渇水時においても生息・生育条件を保つこ

とのできる一定量以上の流量を確保する必要があると

考えております。 
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6.3 意見聴取 
今後、学識経験を有する者、関係住民、関係地方公共団体の長、関係利水者からの意見聴取を

実施し、その結果等について記述する予定。 
 




